
令和8年4月1日時点

※　下記に記載された法令名等につきましては「宅地建物取引業法施行令（最終改正：令和7年11月）」を参考に作成しており、記載内容は、ご覧いただいている時点での最新の情報を常に掲載しているものではありませんので、

　　参考資料としてご利用ください。現時点での正確・詳細な内容につきましては、下記の各担当部署で確認してください。

　　区域区分、用途地域、防火・準防火地域、指定建蔽率・容積率、都市計画施設、地区計画、立地適正化計画、埋蔵文化財包蔵地は市の「ｅ～まちマップ」で確認できます。 市の代表電話：06-4309-3000

令3条 法令名（略称法令名） 法令に基づく主な土地利用規制区域、又は規制内容。　市の該当内容 管轄 所管課 階 連絡先

3 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法　（古都保存法） 　東大阪市内、制限なし。　　（歴史的風土保存区域等） --- --- -- ---

　・特別緑地保全地区における一定の行為の制限（法第14条第1項）　→　今米特別緑地保全地区（昭和59年9月21日都市計画決定）
　　保全地区の規制に関する内容は、みどり景観課で確認してください。

市 みどり景観課 14 06-4309-3227

　・地区計画の緑化率（法第39条第1項）　→　御厨南二丁目地区 地区計画（平成28年3月31日都市計画決定）
　　保全地区、地区計画内外は、ｅまちマップ及び都市計画室で確認できます。

市 都市計画室 13 06-4309-3211

5 生産緑地法 　生産緑地地区内外は、eまちマップ及び都市計画室で確認できます。 市 都市計画室 13 06-4309-3211

6 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法　（空港周辺立地規制法） 　東大阪市内、制限なし。　　（特定空港（成田国際空港）周辺での航空機騒音障害防止地区等） --- --- -- ---

7 景観法
　市域全域が景観計画区域です。届出対象行為については、みどり景観課で確認してください。
　（平成27年8月1日より景観法に基づく、東大阪市景観計画が施行）

市 みどり景観課 14 06-4309-3227

8 土地区画整理法 　東大阪市内で実施された土地区画整理事業はすべて完了しているため、制限なし。 市 市街地整備課 13 06-4309-3211

9 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（大都市法） 　東大阪市内、制限なし。　　（住宅街区整備促進区域等） --- --- -- ---

10
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
（地方拠点都市法）

　東大阪市内、制限なし。　　（拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域） --- --- -- ---

11 被災市街地復興特別措置法 　東大阪市内、制限なし。　　（被災市街地復興推進地域） --- --- -- ---

12 新住宅市街地開発法 　東大阪市内、制限なし。　　（新住宅市街地開発事業） --- --- -- ---

13 新都市基盤整備法 　東大阪市内、制限なし。　　（新都市基盤整備事業） --- --- -- ---

14 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律 　東大阪市内、制限なし。 --- --- -- ---

15 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 　東大阪市内、制限なし。 --- --- -- ---

16 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律　 　東大阪市内、制限なし。　　（工業団地造成事業の予定区域を定め造成された造成工場敷地） 府
政策企画部企画室推進課
推進グループ

-- 06-6944-6205

17 流通業務市街地の整備に関する法律（流通業務市街地整備法）
　流通業務地区内の規制（法第5条第1項）　→　東大阪流通業務地区（昭和42年4月6日都市計画決定）
　　流通業務地区内外は、ｅまちマップ及び都市計画室で確認できます。規制に関する内容は、開発指導課で確認してください。

市 開発指導課 15 06-4309-3242

18 都市再開発法 　第1種市街地再開発事業（布施・若江岩田・花園）は完了しているため、制限なし。 市 市街地整備課 15 06-4309-3215

19 幹線道路の沿道の整備に関する法律　（沿道整備法） 　東大阪市内、制限なし。　　（沿道地区計画） --- --- -- ---

20 集落地域整備法 　東大阪市内、制限なし。　　（集落地区計画） --- --- -- ---

21 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（密集市街地整備法）
　防災街区整備地区計画　→　若江・岩田・瓜生堂岩田防災街区整備地区計画（令和5年4月1日都市計画決定）
　地区計画内外は、ｅまちマップ及び都市計画室で確認できます。規制に関する内容は、市街地整備課で確認してください。

市 市街地整備課 15 06-4309-3215

22 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり法） 　東大阪市内、制限なし。　　（歴史的風致維持向上計画等） --- --- -- ---

23 港湾法 　東大阪市内、制限なし。　　（臨港地区、港湾隣接地域） --- --- -- ---

24 住宅地区改良法 　東大阪市内、制限なし。 市 住宅改良室 15 06-4309-3234

25
公有地の拡大の推進に関する法律
（公有地拡大推進法）

　都市計画区域内の土地等の先買い、土地を譲渡しようとする場合の届出義務（法第4条第1項）

　＜　有　償　譲　渡　の　対　象　土　地　＞
　都市計画区域内の都市計画施設等の土地・・・200㎡以上　　　　　　　　　　　　　　左記以外の都市計画区域内の土地
　　(１)　都市計画施設の区域内
　　(２)　道路法に基づく道路の区域内に存する土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市   街   化   区   域・・・5,000㎡以上
　　(３)　都市公園法に基づく都市公園として設置すべき区域に存する土地
　　(４)　河川法に基づく河川予定地に指定された土地　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　市 街 化 調 整 区 域・・・10,000㎡以上
　　(５)　生産緑地地区の区域内に所在する土地

市 資産経営課 12 06-4309-3017

26 農地法
　農地又は採草放牧地の権利移動の制限（法第3条第1項）　農地の転用の制限（法第4条第1項）等
　「農地」かどうかは、登記簿上の地目（田・畑）によるものではなく、現況で判断されます。
　　権利移動や農地転用の申請等については、農業委員会事務局で確認してください。

市 農業委員会事務局 16 06-4309-3292

27 宅地造成及び特定盛土等規制法（宅造法）
　市内全域が宅地造成等工事規制区域です。許可対象については、開発指導課で確認してください。
  なお、特定盛土等規制区域及び造成宅地防災区域については、東大阪市内、指定なし。

市 開発指導課 15 06-4309-3242

建築審査課 15 06-4309-3240

（建築安全課） 15 06-4309-3245

（企画推進課） 15 06-4309-3232

建築審査課 15 06-4309-3240

（企画推進課） 15 06-4309-3232

30 都市公園法
　立体都市公園に関する協定と効力（法第23条）
　東大阪市内、立体都市公園がないため、制限なし。

市 公園課 14 06-4309-3228

31 自然公園法
　特別地域内の行為許可（法第20条第3項）等
　　特別地域：金剛生駒紀泉国定公園（昭和33年4月10日指定）　　詳しくは、中部農と緑の総合事務所 で確認してください。

府（中）
中部農と緑の総合事務所
みどり環境課

-- 072-994-1515

32 首都圏近郊緑地保全法 　東大阪市内、制限なし。 --- --- -- ---

33 近畿圏の保全区域の整備に関する法律
　近郊緑地保全区域内の行為の届出（法第８条）
　近郊緑地保全区域については、中部農と緑の総合事務所 で確認してください。

府（中）
中部農と緑の総合事務所
みどり環境課

-- 072-994-1515

34 都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法）
　低炭素まちづくり計画で定める樹木等管理協定に関すること（法第43条）
　計画の策定がないため、制限なし。

--- --- -- ---

市

4 都市緑地法

28 マンションの再生等の円滑化に関する法律（マンション建て替え円滑化法）
耐震性不足認定マンションの建替えによる容積率の特例（法第163条の59第1項）
　詳しくは、建築審査課で確認してください。

29 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（長期優良住宅法）
　認定長期優良住宅に係る容積率の特例（法第18条第1項）
　　詳しくは、建築審査課で確認してください。

市

東大阪市内での土地利用に関する関係法令の担当窓口一覧表

（参考）法第163条の56第2項の規定による認定 → 建築安全課

法律の制度 → 企画推進課

（参考）法第6条第1項の規定による認定 → 企画推進課

東大阪市内　制限あり 大阪府指定 府： 府庁 TEL：０６－６９４２－０３５１（代表） 東大阪市内

（担当課　あり） 府（中）： 中河内府民センター TEL：０７２－９９４－１５１５（代表） 制限あり
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　　区域区分、用途地域、防火・準防火地域、指定建蔽率・容積率、都市計画施設、地区計画、立地適正化計画、埋蔵文化財包蔵地は市の「ｅ～まちマップ」で確認できます。 市の代表電話：06-4309-3000

令3条 法令名（略称法令名） 法令に基づく主な土地利用規制区域、又は規制内容。　市の該当内容 管轄 所管課 階 連絡先

35 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 　東大阪市内、制限なし。 市 公害対策課 15 06-4309-3204

36 水防法
　浸水被害軽減地区内の行為の届出等（法第15条の8）
　東大阪市内、制限なし。　　（浸水被害軽減地区）

--- --- -- ---

37 下水道法 　東大阪市内、制限なし。　　（浸水被害対策区域） 市 下水道部計画課 13 06-4309-3253

　河川区域内及び河川保全区域内の土地における工作物の新築等の許可（法第26条第1項及び第55条第1項）等
　河川法が適用される河川は以下のとおりです。

　一級河川・・・寝屋川、恩智川、第二寝屋川　　　　　　　　　　　詳しくは、寝屋川水系改修工営所で確認してください。 府（寝屋川） -- 06-6962-7662

　一級河川・・・日下川、音川、御神田川、箕後川、大川　　　　　　　　詳しくは、八尾土木事務所で確認してください。 府（中） 八尾土木　管理課 -- 072-994-1515

　一級河川・・・新川、長門川　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、河川課で確認してください。
　準用河川・・・戸掘川、門樋川

市 河川課 14 06-4309-3263

39 特定都市河川浸水被害対策法
　特定都市河川流域内の宅地等以外の土地における雨水浸透阻害行為の許可（法第30条）他
　東大阪市特定都市河川流域における浸水被害の防止に関する条例（平成18年3月31日　東大阪市条例第3号）
　　特定都市河川流域・・・寝屋川流域（平成18年7月1日指定）　　　　　　　       　詳しくは、河川課で確認してください。

市 河川課 14 06-4309-3263

40 海岸法 　東大阪市内、制限なし。　　（海岸保全区域） --- --- -- ---

41 津波防災地域づくりに関する法律（津波防災地域づくり法） 　東大阪市内、制限なし。　　（津波災害警戒区域等） 市 危機管理室 5 06-4309-3130

42 砂防法 　砂防設備を要する土地等（法第4条）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、八尾土木事務所で確認してください。 府（中） 八尾土木　管理課　 -- 072-994-1515

43 地すべり等防止法 　地すべり防止区域（法第18条）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、八尾土木事務所で確認してください。 府（中） 〃 -- 〃

44 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律　（急傾斜地法）
　急傾斜地崩壊危険区域内の制限（法第7条第1項）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、八尾土木事務所で確認してください。
　（山手町：水蓮谷（３）、善根寺町六丁目：車谷(2),善根寺六丁目(4)）

府（中） 〃 -- 〃

45
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
（土砂災害防止法）

　土砂災害特別警戒区域内の制限（法第10条）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、八尾土木事務所で確認してください。
　土砂災害特別警戒区域の指定数　１５４箇所　，土砂災害警戒区域の指定数　１６７箇所（令和7年11月10日現在）

府（中） 〃 -- 〃

46 森林法
　地域森林計画対象民有林内における開発行為の許可（法第10条の2第1項）
　保安林内立木伐採許可（法第34条第1項）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、中部農と緑の総合事務所 で確認してください。
　保安林内作業許可（法第34条第2項）　等

府（中）
中部農と緑の総合事務所
みどり環境課

-- 072-994-1515

47 森林経営管理法 　東大阪市内、制限なし。　　（経営管理権集積計画、経営管理実施権配分計画） --- --- -- ---

48 道路法 　道路一体建物に関する協定の承継効（法第47条の19）等　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、道路管理課で確認してください。 市 道路管理課 14 06-4309-3219

49 踏切道改良促進法   道路外滞留施設協定の承継効（法第10条）　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、道路管理課で確認してください。 市 道路管理課 14 06-4309-3219

50 全国新幹線鉄道整備法（新幹線整備法） 　東大阪市内、制限なし。　　（全国新幹線鉄道整備計画） --- --- -- ---

51 土地収用法

　＜目的＞
　　公益の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続き及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、
　　公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与すること。
　＜担当課＞
　　事業決定された場合、買収等の行為を受けるときに発生するため、担当課はなし。事業が決定した場合の事業担当課が担当課となる。

市 --- -- ---

52 文化財保護法

　指定文化財の現状変更等の制限（法第43条第1項）等
　　法律又は条例により指定された文化財の現状変更には文化庁、大阪府又は東大阪市の許可が必要です。
　　・伝統的建造物群保存地区・・・東大阪市内　指定なし

　（参考）周知の埋蔵文化財包蔵地内での土木工事等に関する届出又は通知について（法第93条、第94条）
　　　　　周知の埋蔵文化財包蔵地内で掘削を伴う工事等を行う場合は届出又は通知が必要です。
　　　　　周知の埋蔵文化財包蔵地についてｅまちマップ（生活情報マップ）で確認できます。　　　詳しくは、文化財課で確認してください。

市 文化財課 16 06-4309-3283

53 航空法
　空港周辺における建物等設置の制限（法第49条第1項）等
　　大阪国際空港（伊丹空港）　・・・　東大阪市内一部　指定あり　　　　 詳しくは、関西エアポート株式会社のHPで確認してください。
　　八尾空港　　　　　　　　　　　・・・　指定なし

関西
エアポート

（HP名称）
大阪国際空港高さ制限
回答システム

-- ---

54 国土利用計画法（国土法）
　土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出（法第23条第1項）等
　届出を要する土地売買等の契約の対象面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、資産経営課で確認してください。
　　①市街化区域・・・2,000㎡以上　　②市街化調整区域・・・5,000㎡以上

市 資産経営課 12 06-4309-3017

55 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子炉等規制法） 　東大阪市内、制限なし。　　（指定廃棄物埋設区域） --- --- -- ---

56 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）
　土地の形質の変更の届出（法第15条の19第1項）
　　指定区域内外の確認 及び 土地の形質変更の届出等については、産業廃棄物対策課 及び 環境事業課 で確認してください。

市
産業廃棄物対策課
環境事業課

15
15

06-4309-3207
06-4309-3200

57 土壌汚染対策法（土対法） 　指定区域内及び一定規模以上の土地の形質変更における届出の義務　　　　　　　　詳しくは、公害対策課で確認してください。 市 公害対策課 15 06-4309-3204

58 都市再生特別措置法
　市全域が立地適正化計画の対象区域です。都市機能誘導区域、居住誘導区域の内外はeまちマップで確認できます。
　　届出対象行為については、都市計画室で確認してください。
　　右記の地域は東大阪市内にありません。（都市再生緊急整備地域、特定都市再生緊急整備地域）

市 都市計画室 13 06-4309-3211

59 地域再生法 　東大阪市内、制限なし。　　（地域再生土地利用計画） --- --- -- ---

60 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）
　重点整備地区内の移動等円滑化経路協定（法第46条）等
　東大阪市内、制限なし。　　（重点整備地区）

--- --- -- ---

61 災害対策基本法（災対法） 　指定緊急避難場所に関する届出（法第49条の5）　　　　　　　　　　　詳しくは、危機管理室で確認してください。 市 危機管理室 5 06-4309-3130

62 東日本大震災復興特別区域法（復興特区法） 　東大阪市内、制限なし。　　（復興整備事業の実施区域） 市 危機管理室 5 06-4309-3130

63 大規模災害からの復興に関する法律（大規模災害復興法） 　東大阪市内、制限なし。　　（復興整備事業の実施区域） 市 危機管理室 5 06-4309-3130

64
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法
律

　東大阪市内、制限なし。 --- --- -- ---

寝屋川水系改修工営所
河川管理Ｇ
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				※　下記に記載された法令名等につきましては「宅地建物取引業法施行令（最終改正：令和7年11月）」を参考に作成しており、記載内容は、ご覧いただいている時点での最新の情報を常に掲載しているものではありませんので、 カキ キサイ ホウレイ メイ トウ タクチ タテモノ トリヒキギョウ ホウ セコウ レイ サイシュウ カイセイ レイワ ネン ガツ サンコウ サクセイ キサイ ナイヨウ ラン ジテン サイシン ジョウホウ ツネ ケイサイ

				　　参考資料としてご利用ください。現時点での正確・詳細な内容につきましては、下記の各担当部署で確認してください。 サンコウ シリョウ リヨウ ゲンジテン セイカク ショウサイ ナイヨウ カキ カク タントウ ブショ カクニン

				　　区域区分、用途地域、防火・準防火地域、指定建蔽率・容積率、都市計画施設、地区計画、立地適正化計画、埋蔵文化財包蔵地は市の「ｅ～まちマップ」で確認できます。 クイキ クブン ヨウト チイキ ボウカ ジュン ボウカ チイキ シテイ ケンペイリツ ヨウセキ リツ トシ ケイカク シセツ チク ケイカク リッチ テキセイカ ケイカク マイゾウ ブンカザイ ホウゾウ チ シ カクニン												市の代表電話：06-4309-3000

				令3条
 レイ ジョウ		法令名（略称法令名） ホウレイ メイ リャクショウ ホウレイメイ		法令に基づく主な土地利用規制区域、又は規制内容。　市の該当内容 ホウレイ モト オモ トチ リ ヨウ キセイ クイキ マタ キセイ ナイヨウ シ ガイトウ ナイヨウ		管轄 カンカツ		所管課 ショカン カ		階 カイ		連絡先 レンラクサキ		参照条項 サンショウ ジョウコウ						管轄 カンカツ				他市事例 タシ ジレイ

				1		都市計画法												第二十九条第一項及び第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項（同法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。）、第五十二条の三第二項及び第四項（これらの規定を同法第五十七条の四及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。）、第五十三条第一項、第五十七条第二項及び第四項、第五十八条第一項、第五十八条の二第一項及び第二項、第六十五条第一項並びに第六十七条第一項及び第三項		1

				2		建築基準法												第三十九条第二項、第四十三条、第四十三条の二、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十七条、第四十八条第一項から第十四項まで（同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。）、第四十九条（同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。）、第四十九条の二（同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。）、第五十条（同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。）、第五十二条第一項から第十四項まで、第五十三条第一項から第六項まで、第五十三条の二第一項から第三項まで、第五十四条、第五十五条第一項から第三項まで、第五十六条、第五十六条の二、第五十七条の二第三項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五、第五十八条、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十条の二第一項、第二項、第三項（同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。）及び第六項、第六十条の三第一項、第二項及び第三項（同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。）、第六十一条、第六十二条、第六十七条の三第一項及び第三項から第七項まで、第六十八条第一項から第四項まで、第六十八条の二第一項及び第五項（これらの規定を同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。）、第六十八条の九、第七十五条、第七十五条の二第五項、第七十六条の三第五項、第八十六条第一項から第四項まで、第八十六条の二第一項から第三項まで並びに第八十六条の八第一項及び第三項		2

				3		古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法　（古都保存法） コト ホゾンホウ		　東大阪市内、制限なし。　　（歴史的風土保存区域等） ヒガシオオサカシナイ セイゲン レキシテキ フウド ホゾン クイキ トウ		---		---		--		---		第九条第一項 9		3				国土交通省 コクド コウツウショウ		国土交通省　都市局　公園緑地・景観課　景観・歴史文化環境整備室		京都市　都市計画局都市景観部風致保全課

				4		都市緑地法		　・特別緑地保全地区における一定の行為の制限（法第14条第1項）　→　今米特別緑地保全地区（昭和59年9月21日都市計画決定）
　　保全地区の規制に関する内容は、みどり景観課で確認してください。 トクベツ リョクチ ホゼン チク イッテイ コウイ セイゲン ホウ ダイ ジョウ ダイ コウ イマ ゴメ トクベツ リョクチ ホゼン チク ショウワ ネン ガツ ニチ トシ ケイカク ケッテイ		市 シ		みどり景観課 ケイカン カ		14		06-4309-3227		第八条第一項、第十四条第一項、第二十条第一項、第二十九条、第三十五条第一項、第二項及び第四項、第三十六条、第三十九条第一項、第五十条、第五十一条第五項並びに第五十四条第四項		4

								　・地区計画の緑化率（法第39条第1項）　→　御厨南二丁目地区 地区計画（平成28年3月31日都市計画決定）
　　保全地区、地区計画内外は、ｅまちマップ及び都市計画室で確認できます。		市 シ		都市計画室 トシ ケイカク シツ		13		06-4309-3211

				5		生産緑地法		　生産緑地地区内外は、eまちマップ及び都市計画室で確認できます。 セイサン リョクチ チク ナイガイ オヨ トシ ケイカク シツ カクニン		市 シ		都市計画室 トシ ケイカク シツ		13		06-4309-3211		第八条第一項		5

				6		特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法　（空港周辺立地規制法） クウコウ シュウヘン リッチ キセイホウ		　東大阪市内、制限なし。　　（特定空港（成田国際空港）周辺での航空機騒音障害防止地区等） ヒガシオオサカシナイ トクテイ クウコウ ナリタ コクサイ クウコウ シュウヘン コウクウキ ソウオン ショウガイ ボウシ チク トウ		---		---		--		---		第五条第一項及び第二項（これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。）		6

				7		景観法		　市域全域が景観計画区域です。届出対象行為については、みどり景観課で確認してください。
　（平成27年8月1日より景観法に基づく、東大阪市景観計画が施行） シイキ ゼンイキ ケイカン ケイカク クイキ トドケデ タイショウ コウイ ケイカン カ カクニン ヘイセイ ネン ガツ ニチ ケイカン ホウ モト ヒガシオオサカシ ケイカン ケイカク セコウ		市		みどり景観課 ケイカン カ		14		06-4309-3227		第十六条第一項及び第二項、第二十二条第一項、第三十一条第一項、第四十一条、第六十三条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項及び第二項、第七十六条第一項、第八十六条、第八十七条第五項並びに第九十条第四項		7

				8		土地区画整理法		　東大阪市内で実施された土地区画整理事業はすべて完了しているため、制限なし。 ヒガシオオサカシナイ ジッシ トチ クカク セイリ ジギョウ カンリョウ セイゲン		市 シ		市街地整備課 シガイチ セイビ カ		13		06-4309-3211		第七十六条第一項、第九十九条第一項及び第三項、第百条第二項並びに第百十七条の二第一項及び第二項		8

				9		大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（大都市法） ダイトシホウ		　東大阪市内、制限なし。　　（住宅街区整備促進区域等） ジュウタク ガイク セイビ ソクシン クイキトウ		---		---		--		---		第八十三条において準用する土地区画整理法第九十九条第一項及び第三項並びに第百条第二項並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条第一項、第二十六条第一項及び第六十七条第一項		9

				10		地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
（地方拠点都市法） チホウキョテン トシホウ		　東大阪市内、制限なし。　　（拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域） ヒガシオオサカシナイ キョテン ギョウム シガイチ セイビ トチ クカク セイリ ソクシン クイキ		---		---		--		---		第二十一条第一項		10

				11		被災市街地復興特別措置法		　東大阪市内、制限なし。　　（被災市街地復興推進地域） ヒガシオオサカシナイ ヒサイ シガイチ フッコウ スイシン チイキ		---		---		--		---		第七条第一項		11

				12		新住宅市街地開発法		　東大阪市内、制限なし。　　（新住宅市街地開発事業） シンジュウタク シガイチ カイハツ ジギョウ		---		---		--		---		第三十一条及び第三十二条第一項		12

				13		新都市基盤整備法		　東大阪市内、制限なし。　　（新都市基盤整備事業） ヒガシオオサカシナイ シントシ キバン セイビ ジギョウ		---		---		--		---		第三十九条において準用する土地区画整理法第九十九条第一項及び第三項並びに第百条第二項並びに新都市基盤整備法第五十条及び第五十一条第一項		13

				14		旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律		　東大阪市内、制限なし。		---		---		--		---		第十三条第一項（都市再開発法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合に限る。）		14

				15		首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律		　東大阪市内、制限なし。		---		---		--		---		第二十五条第一項		15

				16		近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律　		　東大阪市内、制限なし。　　（工業団地造成事業の予定区域を定め造成された造成工場敷地） ヒガシオオサカシナイ セイゲン コウギョウ ダンチ ゾウセイ ジギョウ ヨテイクイキ サダ ゾウセイ ゾウセイコウジョウシキチ		府 フ		政策企画部企画室推進課
推進グループ セイサク キカクブ キカクシツ スイシンカ スイシン		--		06-6944-6205		第三十四条第一項		16

				17		流通業務市街地の整備に関する法律（流通業務市街地整備法） リュウツウギョウム シガイチ セイビホウ		　流通業務地区内の規制（法第5条第1項）　→　東大阪流通業務地区（昭和42年4月6日都市計画決定）
　　流通業務地区内外は、ｅまちマップ及び都市計画室で確認できます。規制に関する内容は、開発指導課で確認してください。 リュウツウ ギョウム チク ナイ キセイ ホウ ダイ ジョウ ダイ コウ ヒガシオオサカ リュウツウ ギョウム チク ショウワ ネン ガツ ニチ トシ ケイカク ケッテイ リュウツウ ギョウム チク ナイガイ キセイ カン ナイヨウ カイハツ シドウ カ カクニン		市		開発指導課 カイハツ シドウ カ		15		06-4309-3242		第五条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第一項		17

				18		都市再開発法		　第1種市街地再開発事業（布施・若江岩田・花園）は完了しているため、制限なし。 ダイ シュ シガイチ サイカイハツ ジギョウ フセ ワカエイワタ ハナゾノ カンリョウ セイゲン		市 シ		市街地整備課 シガイチ セイビ カ		15		06-4309-3215		第七条の四第一項、第六十六条第一項及び第九十五条の二		18

				19		幹線道路の沿道の整備に関する法律　（沿道整備法） エンドウ セイビホウ		　東大阪市内、制限なし。　　（沿道地区計画） ヒガシオオサカシナイ エンドウ チク ケイカク		---		---		--		---		第十条第一項及び第二項		19		（昭和五十五年法律第三十四号）

				20		集落地域整備法		　東大阪市内、制限なし。　　（集落地区計画） ヒガシオオサカシナイ シュウラク チク ケイカク		---		---		--		---		第六条第一項及び第二項		20		（昭和六十二年法律第六十三号）

				21		密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（密集市街地整備法）		　防災街区整備地区計画　→　若江・岩田・瓜生堂岩田防災街区整備地区計画（令和5年4月1日都市計画決定）
　地区計画内外は、ｅまちマップ及び都市計画室で確認できます。規制に関する内容は、市街地整備課で確認してください。 ボウサイ ガイク セイビ チク ケイカク レイワ ニチ シガイチセイビカ		市		市街地整備課 シガイチ セイビ カ		15		06-4309-3215		第三十三条第一項及び第二項、第百九十七条第一項、第二百三十条、第二百八十三条第一項、第二百九十四条、第二百九十五条第五項並びに第二百九十八条第四項		21

				22		地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり法） レキシ ホウ		　東大阪市内、制限なし。　　（歴史的風致維持向上計画等） ヒガシオオサカシナイ セイゲン レキシテキ フウチ イジ コウジョウ ケイカク ナド		---		---		--		---		第十五条第一項及び第二項並びに第三十三条第一項及び第二項		22		（平成二十年法律第四十号）		文化庁 ブンカチョウ		文化庁文化資源活用課		京都市　都市計画局都市景観部景観政策課

				23		港湾法		　東大阪市内、制限なし。　　（臨港地区、港湾隣接地域） リンコウ チク コウワン リンセツ チイキ		---		---		--		---		第三十七条第一項第四号、第四十条第一項（同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第四十五条の五、第五十条の十三、第五十条の二十、第五十一条の十三及び第五十五条の四の四		23				国土交通省 コクド コウツウショウ		国土交通省港湾局総務課

				24		住宅地区改良法		　東大阪市内、制限なし。		市 シ		住宅改良室 ジュウタク カイリョウ シツ		15		06-4309-3234		第九条第一項		24

				25		公有地の拡大の推進に関する法律
（公有地拡大推進法） コウユウチ カクダイ スイシン ホウ		　都市計画区域内の土地等の先買い、土地を譲渡しようとする場合の届出義務（法第4条第1項）

　＜　有　償　譲　渡　の　対　象　土　地　＞
　都市計画区域内の都市計画施設等の土地・・・200㎡以上　　　　　　　　　　　　　　左記以外の都市計画区域内の土地
　　(１)　都市計画施設の区域内
　　(２)　道路法に基づく道路の区域内に存する土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市   街   化   区   域・・・5,000㎡以上
　　(３)　都市公園法に基づく都市公園として設置すべき区域に存する土地
　　(４)　河川法に基づく河川予定地に指定された土地　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　市 街 化 調 整 区 域・・・10,000㎡以上
　　(５)　生産緑地地区の区域内に所在する土地 ホウ ダイ ジョウ ダイ コウ トシ ケイカク クイキナイ トシ ケイカク シセツトウ トチ イジョウ サキ イガイ トシ ケイカク クイキナイ トチ トシ ケイカク シセツ クイキナイ ドウロホウ モト ドウロ トチ イジョウ トシ コウエン ホウ モト トシ コウエン セッチ クイキ ゾン トチ カセンホウ モト カセン ヨテイチ シテイ トチ イジョウ セイサン リョクチ チク クイキナイ ショザイ トチ		市		資産経営課 シサンケイエイ カ		12		06-4309-3017		第四条第一項及び第八条		25		（昭和四十七年法律第六十六号）

				26		農地法		　農地又は採草放牧地の権利移動の制限（法第3条第1項）　農地の転用の制限（法第4条第1項）等
　「農地」かどうかは、登記簿上の地目（田・畑）によるものではなく、現況で判断されます。
　　権利移動や農地転用の申請等については、農業委員会事務局で確認してください。 ホウ ダイ ジョウ ダイ コウ ノウチ テンヨウ セイゲン ホウ ダイ ジョウ ダイ コウ トウ ノウチ トウキボ ジョウ チモク タ ハタケ ゲンキョウ ハンダン ケンリ イドウ ノウチ テンヨウ シンセイ トウ ノウギョウ イインカイ ジムキョク カクニン		市		農業委員会事務局 ノウギョウ イインカイ ジムキョク		16		06-4309-3292		第三条第一項、第四条第一項及び第五条第一項		26

				27		宅地造成及び特定盛土等規制法（宅造法） タクチゾウセイ オヨ トクテイ モリド トウ キセイホウ タクゾウホウ		　市内全域が宅地造成等工事規制区域です。許可対象については、開発指導課で確認してください。
  なお、特定盛土等規制区域及び造成宅地防災区域については、東大阪市内、指定なし。 シナイ ゼンイキ キョカ タイショウ カイハツシドウカ		市		開発指導課 カイハツ シドウ カ		15		06-4309-3242		第十二条第一項、第十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第三十条第一項及び第三十五条第一項		27

				28		マンションの再生等の円滑化に関する法律（マンション建て替え円滑化法） サイセイ タ カ エンカツカホウ		耐震性不足認定マンションの建替えによる容積率の特例（法第163条の59第1項）
　詳しくは、建築審査課で確認してください。 タイシンセイ フソク ニンテイ ヨウセキ リツ トクレイ ホウ ダイ ダイ コウ クワ ケンチク シンサ カ カクニン		市 シ		建築審査課 ケンチク シンサ カ		15		06-4309-3240		第百六十三条の五十九第一項		28

												
（建築安全課）
 ケンチク アンゼンカ		15		06-4309-3245

												（企画推進課） キカク スイシン カ		15		06-4309-3232

				29		長期優良住宅の普及の促進に関する法律（長期優良住宅法） チョウキユウリョウジュウタク フキュウ ソクシン カン ホウリツ チョウキ ユウリョウ ジュウタクホウ		　認定長期優良住宅に係る容積率の特例（法第18条第1項）
　　詳しくは、建築審査課で確認してください。 ニンテイ チョウキユウリョウジュウタク カカ ヨウセキリツ トクレイ ホウ ダイ ジョウ ダイ コウ クワ ケンチクシンサカ カクニン		市 シ		建築審査課 ケンチク シンサ カ		15		06-4309-3240		第十八条第一項 ダイジュウハチジョウ ダイイッコウ		29

												（企画推進課） キカク スイシン カ		15		06-4309-3232

				30		都市公園法		　立体都市公園に関する協定と効力（法第23条）
　東大阪市内、立体都市公園がないため、制限なし。 リッタイ トシ コウエン コウリョク ホウ ダイ ジョウ ヒガシオオサカシナイ リッタイ トシ コウエン セイゲン		市		公園課 コウエン カ		14		06-4309-3228		第二十三条		30		（昭和三十一年法律第七十九号）

				31		自然公園法		　特別地域内の行為許可（法第20条第3項）等
　　特別地域：金剛生駒紀泉国定公園（昭和33年4月10日指定）　　詳しくは、中部農と緑の総合事務所 で確認してください。 トクベツ チイキ ナイ コウイ キョカ ホウ ダイ ジョウ ダイ コウ トウ トクベツ チイキ コンゴウ イコマ オサム イズミ コクテイ コウエン ショウワ ネン ガツ カ シテイ クワ チュウブ ノウ ミドリ ソウゴウ ジム ショ カクニン		府（中） フ チュウ		中部農と緑の総合事務所
みどり環境課		--		072-994-1515		第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項、第三十三条第一項、第四十八条及び第七十三条第一項（利用調整地区に係る部分を除く。）		31

				32		首都圏近郊緑地保全法		　東大阪市内、制限なし。 ヒガシオオサカシナイ		---		---		--		---		第十三条		32		（昭和四十一年法律第百一号）		国土交通省 コクド コウツウショウ

				33		近畿圏の保全区域の整備に関する法律		　近郊緑地保全区域内の行為の届出（法第８条）
　近郊緑地保全区域については、中部農と緑の総合事務所 で確認してください。 キンコウ リョクチ ホゼン クイキ ナイ コウイ トドケデ ホウ ダイ ジョウ キンコウ リョクチ ホゼン クイキ チュウブ ノウ ミドリ ソウゴウ ジム ショ カクニン		府（中）		中部農と緑の総合事務所
みどり環境課		--		072-994-1515		第十四条		33		（昭和四十二年法律第百三号）

				34		都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法） ホウ		　低炭素まちづくり計画で定める樹木等管理協定に関すること（法第43条）
　計画の策定がないため、制限なし。 サダ カン ホウ ダイ ジョウ ケイカク サクテイ セイゲン		---		---		--		---		第四十三条		34		（平成二十四年法律第八十四号）

				35		地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律		　東大阪市内、制限なし。		市 シ		公害対策課 コウガイ タイサク カ		15		06-4309-3204		第二十六条		35		（令和六年法律第十八号） レイワ 6ネン 8

				36		水防法		　浸水被害軽減地区内の行為の届出等（法第15条の8）
　東大阪市内、制限なし。　　（浸水被害軽減地区） ナイ コウイ トドケデ トウ ホウ ダイ ジョウ		---		---		--		---		第十五条の八第一項		36		（昭和二十四年法律第百九十三号）

				37		下水道法		　東大阪市内、制限なし。　　（浸水被害対策区域） ヒガシオオサカ		市 シ		下水道部計画課 ゲスイドウ ブ ケイカクカ		13		06-4309-3253		第二十五条の九		37		（昭和三十三年法律第七十九号）

				38		河川法		　河川区域内及び河川保全区域内の土地における工作物の新築等の許可（法第26条第1項及び第55条第1項）等
　河川法が適用される河川は以下のとおりです。 オヨ カセン ホゼンクイキ ナイ ホウ ダイ ジョウ ダイ コウ オヨ ダイ ジョウ ダイ コウ トウ カセンホウ テキヨウ カセン イカ				寝屋川水系改修工営所
河川管理Ｇ						第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項（これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。）		38

								　一級河川・・・寝屋川、恩智川、第二寝屋川　　　　　　　　　　　詳しくは、寝屋川水系改修工営所で確認してください。		府（寝屋川）				--		06-6962-7662

								　一級河川・・・日下川、音川、御神田川、箕後川、大川　　　　　　　　詳しくは、八尾土木事務所で確認してください。		府（中）		八尾土木　管理課 ヤオ ドボク		--		072-994-1515



								　一級河川・・・新川、長門川　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、河川課で確認してください。
　準用河川・・・戸掘川、門樋川		市		河川課 カセンカ		14		06-4309-3263

				39		特定都市河川浸水被害対策法		　特定都市河川流域内の宅地等以外の土地における雨水浸透阻害行為の許可（法第30条）他
　東大阪市特定都市河川流域における浸水被害の防止に関する条例（平成18年3月31日　東大阪市条例第3号）
　　特定都市河川流域・・・寝屋川流域（平成18年7月1日指定）　　　　　　　       　詳しくは、河川課で確認してください。 ホウ ダイ ジョウ ホカ ヒガシオオサカシ トクテイ トシ カセン リュウイキ シンスイ ヒガイ ボウシ カン ジョウレイ ヘイセイ ネン ガツ ニチ ヒガシオオサカシ ジョウレイ ダイ ゴウ トクテイ トシ カセン リュウイキ ネヤガワ リュウイキ ヘイセイ ネン ガツ ニチ シテイ クワ カセン カ カクニン		市		河川課 カセン カ		14		06-4309-3263		第二十四条、第三十条、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十六条第一項、第五十二条、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第六十二条第一項、第六十六条及び第七十一条第一項		39

				40		海岸法		　東大阪市内、制限なし。　　（海岸保全区域） カイガン ホゼン クイキ		---		---		--		---		第八条第一項		40

				41		津波防災地域づくりに関する法律（津波防災地域づくり法） ツナミ ボウサイ チイキ ホウ		　東大阪市内、制限なし。　　（津波災害警戒区域等） ヒガシオオサカシナイ セイゲン ツナミ サイガイ ケイカイ クイキ トウ		市 シ		危機管理室 キキ カンリ シツ		5		06-4309-3130		第二十三条第一項、第五十二条第一項、第五十八条、第六十八条、第七十三条第一項、第七十八条第一項、第八十二条及び第八十七条第一項		41

				42		砂防法		　砂防設備を要する土地等（法第4条）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、八尾土木事務所で確認してください。 サボウ セツビ ヨウ トチ トウ ホウ ダイ ジョウ クワ ヤオ ドボク ジム ショ カクニン		府（中）		八尾土木　管理課　 ヤオ ドボク カンリ		--		072-994-1515		第四条（同法第三条において準用する場合を含む。）		42

				43		地すべり等防止法		　地すべり防止区域（法第18条）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、八尾土木事務所で確認してください。 ジ ボウシ クイキ ホウ ダイ ジョウ		府（中）		〃		--		〃		第十八条第一項及び第四十二条第一項		43

				44		急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律　（急傾斜地法）		　急傾斜地崩壊危険区域内の制限（法第7条第1項）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、八尾土木事務所で確認してください。
　（山手町：水蓮谷（３）、善根寺町六丁目：車谷(2),善根寺六丁目(4)） セイゲン ホウ ダイ ジョウ ダイ コウ クワ ロク		府（中）		〃		--		〃		第七条第一項		44

				45		土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
（土砂災害防止法） ドシャ サイガイ ボウシ ホウ		　土砂災害特別警戒区域内の制限（法第10条）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、八尾土木事務所で確認してください。
　土砂災害特別警戒区域の指定数　１５４箇所　，土砂災害警戒区域の指定数　１６７箇所（令和7年11月10日現在） ドシャ サイガイ トクベツ ケイカイ クイキ ナイ セイゲン ホウ ダイ ジョウ ドシャ サイガイ トクベツ ケイカイ クイキ シテイ スウ カショ ドシャ サイガイ ケイカイ クイキ シテイ スウ レイワ		府（中）		〃		--		〃		第十条第一項及び第十七条第一項		45

				46		森林法		　地域森林計画対象民有林内における開発行為の許可（法第10条の2第1項）
　保安林内立木伐採許可（法第34条第1項）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、中部農と緑の総合事務所 で確認してください。
　保安林内作業許可（法第34条第2項）　等 タイショウ ミンユウ リンナイ カイハツ コウイ キョカ ホウ ダイ ジョウ ダイ コウ ホアン ハヤシ ナイ タ キ バッサイ キョカ ホウ ダイ ジョウ ダイ コウ ホアン サギョウ キョカ ホウ ダイ ジョウ ダイ コウ トウ		府（中）		中部農と緑の総合事務所みどり環境課		--		072-994-1515		第十条の二第一項、第十条の十一の六（同法第十条の十一の九第三項において準用する場合を含む。）、第三十一条（同法第四十四条において準用する場合を含む。）並びに第三十四条第一項及び第二項（これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。）		46

				47		森林経営管理法 シンリン ケイエイ カンリ ホウ		　東大阪市内、制限なし。　　（経営管理権集積計画、経営管理実施権配分計画） ヒガシオオサカシナイ セイゲン ケイエイ カンリ ケン シュウセキ ケイカク ケイエイ カンリ ジッシ ケン ハイブン ケイカク		---		---		--		---		第七条第三項及び第三十七条第三項 ダイ ナナジョウ ダイ サン コウ オヨ ダイ サンジュウナナ ジョウ ダイ サンコウ		47		（平成三十年法律第三十五号） ヘイセイ 30 ネン ホウリツ ダイ 35 ゴウ

				48		道路法		　道路一体建物に関する協定の承継効（法第47条の19）等　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、道路管理課で確認してください。 ショウケイ コウ ホウ ダイ ジョウ トウ クワ ドウロ カンリ カ カクニン		市		道路管理課 ドウロ カンリ カ		14		06-4309-3219		第四十七条の十九、第四十八条の二十九の八、第四十八条の三十九及び第九十一条第一項		48

				49		踏切道改良促進法 フミキリドウ カイリョウソクシンホウ		  道路外滞留施設協定の承継効（法第10条）　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、道路管理課で確認してください。 ドウロ ガイ タイリュウ シセツ キョウテイ ショウケイ コウ ホウ ダイ ジョウ クワ ドウロカンリカ カクニン		市 シ		道路管理課 ドウロ カンリ カ		14		06-4309-3219		第十条		49		（昭和三十六年法律第百九十五号） 36 195

				50		全国新幹線鉄道整備法（新幹線整備法） シンカンセン セイビホウ		　東大阪市内、制限なし。　　（全国新幹線鉄道整備計画） ヒガシオオサカシナイ ゼンコク シンカンセン テツドウ セイビ ケイカク		---		---		--		---		第十一条第一項（同法附則第十三項において準用する場合を含む。）		50		（昭和四十五年法律第七十一号）

				51		土地収用法		　＜目的＞
　　公益の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続き及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、
　　公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与すること。
　＜担当課＞
　　事業決定された場合、買収等の行為を受けるときに発生するため、担当課はなし。事業が決定した場合の事業担当課が担当課となる。 モクテキ コウエキ リエキ ジギョウ ヒツヨウ トチトウ シュウヨウ マタ シヨウ カン ヨウケン テツヅ オヨ コウカ ナラ トモナ ソンシツ ホショウトウ キテイ コウキョウ リエキ ゾウシン シユウ ザイサン チョウセイ ハカ コクド テキセイ ゴウリテキ リヨウ キヨ タントウカ ジギョウ ケッテイ バアイ バイシュウトウ コウイ ウ ハッセイ タントウカ ジギョウ ケッテイ バアイ ジギョウ タントウカ タントウカ		市		---		--		---		第二十八条の三第一項（同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）		51

				52		文化財保護法		　指定文化財の現状変更等の制限（法第43条第1項）等
　　法律又は条例により指定された文化財の現状変更には文化庁、大阪府又は東大阪市の許可が必要です。
　　・伝統的建造物群保存地区・・・東大阪市内　指定なし

　（参考）周知の埋蔵文化財包蔵地内での土木工事等に関する届出又は通知について（法第93条、第94条）
　　　　　周知の埋蔵文化財包蔵地内で掘削を伴う工事等を行う場合は届出又は通知が必要です。
　　　　　周知の埋蔵文化財包蔵地についてｅまちマップ（生活情報マップ）で確認できます。　　　詳しくは、文化財課で確認してください。 シテイ ブンカザイ ホウ ダイ ジョウ ダイ コウ トウ ホウリツ マタ ジョウレイ シテイ ブンカザイ ゲンジョウ ヘンコウ ブンカチョウ オオサカフ マタ ヒガシオオサカシ キョカ ヒツヨウ サンコウ シュウチ マイゾウ ブンカザイ ホウゾウ チ ナイ ドボク コウジトウ カン トドケデ マタ ツウチ ホウ ダイ ジョウ ダイ ジョウ シュウチ クッサク トモナ コウジトウ オコナ バアイ トドケデ マタ ツウチ ヒツヨウ クワ ブンカザイ カ カクニン		市		文化財課 ブンカザイ カ		16		06-4309-3283		第四十三条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第五項（これらの規定を同法第八十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。）、第百二十五条第一項、第百二十八条第一項、第百四十三条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）並びに第百八十二条第二項		52



				53		航空法		　空港周辺における建物等設置の制限（法第49条第1項）等
　　大阪国際空港（伊丹空港）　・・・　東大阪市内一部　指定あり　　　　 詳しくは、関西エアポート株式会社のHPで確認してください。
　　八尾空港　　　　　　　　　　　・・・　指定なし クウコウ シュウヘン タテモノ トウ セッチ セイゲン ホウ ダイ ジョウ ダイ コウ トウ オオサカ コクサイ クウコウ イタミ クウコウ ヒガシオオサカシナイ イチブ シテイ ヤオ クウコウ シテイ		関西
エアポート カンサイ		（HP名称）
大阪国際空港高さ制限
回答システム メイショウ オオサカ コクサイ クウコウ タカ セイゲン カイトウ		--		---		第四十九条第一項（同法第五十五条の二第三項又は自衛隊法第百七条第二項において準用する場合を含む。）及び第五十六条の三第一項		53



				54		国土利用計画法（国土法） コクドホウ		　土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出（法第23条第1項）等
　届出を要する土地売買等の契約の対象面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、資産経営課で確認してください。
　　①市街化区域・・・2,000㎡以上　　②市街化調整区域・・・5,000㎡以上 ホウ ダイ ジョウ ダイ コウ トウ トドケデ ヨウ トチ バイバイ トウ ケイヤク タイショウ メンセキ クワ カクニン シガイカ クイキ イジョウ シガイカ チョウセイ クイキ イジョウ		市		資産経営課 シサンケイエイカ		12		06-4309-3017		第十四条第一項、第二十三条第一項並びに第二十七条の四第一項及び第三項（これらの規定を同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。）		54		（昭和四十九年法律第九十二号）

				55		核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子炉等規制法） ゲンシロトウ キセイホウ		　東大阪市内、制限なし。　　（指定廃棄物埋設区域）		---		---		--		---		第五十一条の二十九第一項		55

				56		廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） ハイキブツ ショリホウ		　土地の形質の変更の届出（法第15条の19第1項）
　　指定区域内外の確認 及び 土地の形質変更の届出等については、産業廃棄物対策課 及び 環境事業課 で確認してください。 ホウ ダイ ジョウ ダイ コウ シテイ クイキナイ ガイ カクニン オヨ トチ ケイシツ ヘンコウ トドケデトウ サンギョウ ハイキブツ タイサク カ オヨ カンキョウ ジギョウ カ カクニン		市		産業廃棄物対策課
環境事業課 サンギョウ ハイキブツ タイサク カ カンキョウ ジギョウ カ		15
15		06-4309-3207
06-4309-3200		第十五条の十九第一項及び第三項		56		（昭和四十五年法律第百三十七号）

				57		土壌汚染対策法（土対法） ドタイホウ		　指定区域内及び一定規模以上の土地の形質変更における届出の義務　　　　　　　　詳しくは、公害対策課で確認してください。 シテイクイキ ナイ オヨ イッテイキボ イジョウ ヘンコウ トドケデ ギム クワ コウガイ タイサク カ カクニン		市		公害対策課 コウガイ タイサク カ		15		06-4309-3204		第九条並びに第十二条第一項及び第三項		57		（平成十四年法律第五十三号）

				58		都市再生特別措置法		　市全域が立地適正化計画の対象区域です。都市機能誘導区域、居住誘導区域の内外はeまちマップで確認できます。
　　届出対象行為については、都市計画室で確認してください。
　　右記の地域は東大阪市内にありません。（都市再生緊急整備地域、特定都市再生緊急整備地域） シ ゼンイキ タイショウ クイキ トシ キノウ ユウドウ クイキ キョジュウ ユウドウ クイキ ナイガイ カクニン トドケデ タイショウ コウイ トシ ケイカク シツ カクニン ミギ キ チイキ		市 シ		都市計画室 トシ ケイカク シツ		13		06-4309-3211		第四十五条の七、第四十五条の八第五項及び第四十五条の十一第四項（これらの規定を同法第四十五条の十三第三項、第四十五条の十四第三項、第四十五条の二十一第三項、第七十三条第二項及び第百九条の四第三項において準用する場合を含む。）、第四十五条の二十、第八十八条第一項及び第二項並びに第百八条第一項及び第二項 4		58		（平成十四年法律第二十二号）

				59		地域再生法		　東大阪市内、制限なし。　　（地域再生土地利用計画）		---		---		--		---		第十七条の十八第一項及び第三項		59		（平成十七年法律第二十四号）						大阪府　商工労働部　成長産業振興室国際ビジネス・企業誘致課　誘致推進グループ

				60		高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法） ホウ		　重点整備地区内の移動等円滑化経路協定（法第46条）等
　東大阪市内、制限なし。　　（重点整備地区） ナイ ホウ ダイ ジョウ トウ ヒガシオオサカシナイ セイゲン ジュウテン セイビ チク		---		---		--		---		第四十六条、第四十七条第三項及び第五十条第四項（これらの規定を同法第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。）		60		（平成十八年法律第九十一号）

				61		災害対策基本法（災対法） サイタイホウ		　指定緊急避難場所に関する届出（法第49条の5）　　　　　　　　　　　詳しくは、危機管理室で確認してください。 ホウ ダイ ジョウ クワ キキ カンリ シツ カクニン		市 シ		危機管理室 キキ カンリ シツ		5		06-4309-3130		第四十九条の五（同法第四十九条の七第二項において準用する場合を含む。）		61		（昭和三十六年法律第二百二十三号）

				62		東日本大震災復興特別区域法（復興特区法） フッコウ トックホウ		　東大阪市内、制限なし。　　（復興整備事業の実施区域） ヒガシオオサカシナイ セイゲン		市 シ		危機管理室 キキ カンリ シツ		5		06-4309-3130		第六十四条第四項及び第五項		62		（平成二十三年法律第百二十二号）

				63		大規模災害からの復興に関する法律（大規模災害復興法） ダイキボ サイガイ フッコウホウ		　東大阪市内、制限なし。　　（復興整備事業の実施区域）		市 シ		危機管理室 キキ カンリ シツ		5		06-4309-3130		第二十八条第四項及び第五項		63		（平成二十五年法律第五十五号）

				64		重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律		　東大阪市内、制限なし。		---		---		--		---				64		（令和三年法律第八十四号） レイワ 3ネン 84
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東大阪市内での土地利用に関する関係法令の担当窓口一覧表

（参考）法第163条の56第2項の規定による認定　→　建築安全課            　　　　                法律の制度　→　企画推進課

（参考）法第6条第1項の規定による認定　→　企画推進課
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東大阪市内　制限あり 大阪府指定 府： 府庁 TEL：０６－６９４２－０３５１（代表） 東大阪市内


（担当課　あり） 府（中）：中河内府民センター TEL：０７２－９９４－１５１５（代表） 制限あり




